
 

○函館市廃棄物の処理および清掃に関する規則 

平成５年３月31日規則第31号 

函館市廃棄物の処理および清掃に関する規則 

函館市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則（昭和47年函館市規則第66号）の全部を改

正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」とい

う。）および函館市廃棄物の処理および清掃に関する条例（平成４年函館市条例第43号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（特別の取扱いを要する一般廃棄物） 

第２条 条例第８条第１項ただし書の規則で定める一般廃棄物は，次の各号の一に該当するものと

する。 

(１) 容積がおおむね２立方メートルを超えるもの 

(２) 重量がおおむね100キログラムを超えるもの 

(３) 最大の辺または径がおおむね２メートルを超えるもの 

(４) 条例第７条第１項の規定により市長が告示した一般廃棄物処理計画に定める排出の方法に

よらないもの 

(５) 浄化槽汚泥 

（多量の一般廃棄物） 

第３条 条例第９条の事業活動に伴って生じた多量の一般廃棄物は，次の各号の一に該当するもの

とする。 

(１) おおむね３月間における１日平均の排出量が60リットル以上のもの 

(２) 一時の排出量が600リットル以上のもの 

（ごみ袋およびごみ処理券） 

第３条の２ 条例第８条の２および別表第１ごみ処理手数料の項の規則で定めるごみ袋は，次の各

号に掲げるごみの区分に応じ当該各号に定める様式のごみ袋とする。 

(１) 一般の家庭の生活に伴って生ずる一般廃棄物（し尿および浄化槽汚泥を除く。以下この条

において同じ。）を条例第８条第１項本文の規定により収集し，運搬し，および処分する場合

（以下「家庭系一般廃棄物の通常処理をする場合」という。）の燃やせるごみ 別記第１号様

式 



 

(２) 家庭系一般廃棄物の通常処理をする場合の燃やせないごみ 別記第１号様式の２ 

(３) 事業活動に伴って生ずる一般廃棄物を条例第８条第２項の規定により収集し，運搬し，お

よび処分する場合（以下「事業系一般廃棄物の処理をする場合」という。）の燃やせるごみ 別

記第１号様式の３ 

(４) 事業系一般廃棄物の処理をする場合の燃やせないごみ 別記第１号様式の４ 

(５) 一般の家庭の生活に伴って生ずる一般廃棄物のうち条例第８条第１項ただし書の規則で定

めるものまたは市長が別に定めるものを同条第２項の規定により収集し，運搬し，および処分

する場合（以下「家庭系一般廃棄物の特例処理をする場合」という。）の燃やせるごみ 別記

第１号様式の５ 

(６) 家庭系一般廃棄物の特例処理をする場合の燃やせないごみ 別記第１号様式の６ 

２ 条例第８条の２および別表第１ごみ処理手数料の項の規則で定めるごみ処理券は，別記第１号

様式の７のごみ処理券とする。 

（粗大ごみ） 

第３条の３ 条例別表第１の規則で定める粗大ごみは，耐久消費材その他の一般の家庭の生活に伴

って生ずる固形状の一般廃棄物で，次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 容積がおおむね２立方メートル以下であるもの 

(２) 重量がおおむね10キログラムを超え100キログラム以下であるもの 

(３) 最大の辺または径がおおむね30センチメートルを超え２メートル以下であるもの 

（家庭に属する者） 

第４条 条例別表第１し尿処理手数料の項の当該家庭に属する者は，月の末日に当該家庭の住居を

住所としている者で，当該月の初日および当該月の初日後末日前までの間の日において市内に住

所を有していたものとする。ただし，長期間にわたる不在等の理由により当該家庭に属する者と

することが適当でないと市長が認定する者については，この限りでない。 

２ 前項ただし書の認定を受けようとする者は，別記第１号様式の８の申請書により市長に申請し

なければならない。 

（手数料の徴収方法） 

第５条 条例別表第１のごみ処理手数料は，市長が定めるところにより前納しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定によりごみ処理手数料を納入した者に第３条の２に規定するごみ袋または

ごみ処理券を交付する。 

３ 条例別表第１のし尿処理手数料は，次に定めるところにより，納入通知書により徴収する。た



 

だし，市長が特に認めるときは，この限りでない。 

(１) 継続して排出する条例別表第１し尿処理手数料の項に掲げるし尿（一般の家庭から排出す

るし尿を除く。）については，次の表の左欄に掲げる期別ごとに，同表の中欄に掲げる期間に

おける当該し尿の収集，運搬および処分に係る手数料を徴収するものとし，その納期限は，同

表の右欄に掲げる日とする。 

期別 期間 納期限 

第１期 ２月１日から３月31日まで ４月末日 

第２期 ４月１日から５月31日まで ６月末日 

第３期 ６月１日から７月31日まで ８月末日 

第４期 ８月１日から９月30日まで 10月末日 

第５期 10月１日から11月30日まで 12月28日 

第６期 12月１日から１月31日まで ２月末日 

(２) 継続して排出する条例別表第１し尿処理手数料の項に掲げるし尿（市長が指定する区域以

外の区域の一般の家庭から排出するし尿に限る。）については，次の表の左欄に掲げる期別ご

とに，同表の中欄に掲げる期間における当該し尿の収集，運搬および処分に係る手数料を徴収

するものとし，その納期限は，同表の右欄に掲げる日とする。 

期別 期間 納期限 

第１期 １月１日から３月31日まで ４月末日 

第２期 ４月１日から６月30日まで ７月末日 

第３期 ７月１日から９月30日まで 10月末日 

第４期 10月１日から12月31日まで １月末日 

(３) 前２号に掲げるし尿以外のし尿については，１月ごとにその月の前月における当該し尿の

収集，運搬および処分に係る手数料をその月に徴収するものとし，その納期限は，その月の末

日（その月が12月である場合は，28日。次項において同じ。）とする。 

４ 条例別表第１の浄化槽汚泥処分手数料，焼却処分手数料，埋立処分手数料およびし尿処分手数

料は，同表浄化槽汚泥処分手数料の項に掲げる浄化槽汚泥，同表焼却処分手数料の項および埋立

処分手数料の項に掲げる一般廃棄物または同表し尿処分手数料の項に掲げるし尿を市長が指定す

るし尿処理場，焼却工場または埋立処分場に搬入するときに徴収する。ただし，市長が特に認め

るときは，１月ごとにその月の前月において市長が指定するし尿処理場，焼却工場または埋立処



 

分場に搬入した当該浄化槽汚泥，一般廃棄物またはし尿の処分に係る手数料を納入通知書により

その月に徴収するものとし，その納期限は，その月の末日とする。 

（産業廃棄物の処理に係る使用料の徴収方法） 

第６条 条例別表第２の使用料の徴収方法については，前条第４項の規定を準用する。 

（手数料等の減免申請） 

第７条 条例第13条または第16条の規定により手数料または使用料の減免を受けようとする者は，

別記第３号様式の申請書により市長に申請しなければならない。 

（一般廃棄物処理業の許可等の申請） 

第８条 法第７条第１項の許可を受けようとする者は，別記第４号様式の申請書により市長に申請

しなければならない。 

２ 法第７条第２項の許可の更新を受けようとする者は，別記第４号様式の申請書に第10条第１項

の規定により交付を受けた許可証を添付して市長に申請しなければならない。 

３ 法第７条第６項の許可を受けようとする者は，別記第５号様式の申請書により市長に申請しな

ければならない。 

４ 法第７条第７項の許可の更新を受けようとする者は，別記第５号様式の申請書に第10条第２項

の規定により交付を受けた許可証を添付して市長に申請しなければならない。 

（一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請） 

第９条 法第７条の２第１項の許可を受けようとする者は，別記第６号様式の申請書に次条第１項

または第２項の規定により交付を受けた許可証を添付して市長に申請しなければならない。 

（一般廃棄物処理業の許可証の交付） 

第10条 市長は，法第７条第１項の許可をしたとき，または法第７条の２第１項の規定により一般

廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可をしたときは，別記第７号様式の許可証を交付する

ものとする。 

２ 市長は，法第７条第６項の許可をしたとき，または法第７条の２第１項の規定により一般廃棄

物処分業の事業の範囲の変更の許可をしたときは，別記第８号様式の許可証を交付するものとす

る。 

３ 市長は，法第７条第１項または第６項の許可を受けた者（第12条および第14条において「一般

廃棄物処理業者」という。）から法第７条の２第３項の規定による届出があった場合において，

当該届出に係る事項が前２項の許可証の記載事項に該当するときは，当該許可証と引換えに新た

な許可証を交付するものとする。 



 

（一般廃棄物処理業に係る廃止等の届出） 

第11条 法第７条の２第３項の規定による届出は，別記第９号様式の届出書によってしなければな

らない。 

（一般廃棄物処理業者の欠格要件に係る届出） 

第12条 法第７条の２第４項または第５項の規定による届出は，別記第10号様式の届出書によって

しなければならない。 

（許可証の再交付等） 

第13条 次の各号のいずれかに掲げる許可証の交付を受けた者は，当該許可証を紛失し，または著

しく損傷したときは，別記第11号様式の申請書により市長に申請し，その再交付を受けなければ

ならない。 

(１) 一般廃棄物収集運搬業許可証 

(２) 一般廃棄物処分業許可証 

(３) 一般廃棄物処理施設置・変更許可証 

(４) 産業廃棄物収集運搬業許可証 

(５) 産業廃棄物処分業許可証 

(６) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 

(７) 特別管理産業廃棄物処分業許可証 

(８) 産業廃棄物処理施設置・変更許可証 

２ 前項の規定により許可証の再交付を受けた者は，紛失した許可証を発見した場合は，直ちに，

当該発見した許可証を市長に返納しなければならない。 

（一般廃棄物処理業の許可証の返納） 

第14条 一般廃棄物処理業者は，次の各号のいずれかに該当することとなった場合は，速やかに，

第10条第１項または第２項の規定により交付を受けた許可証を市長に返納しなければならない。 

(１) 法第７条第３項および第８項に規定する許可の有効期間が満了したとき。 

(２) 法第７条の３の規定により事業の全部の停止を命ぜられたとき。 

(３) 法第７条の４第１項または第２項の規定により許可が取り消されたとき。 

(４) 事業の全部を廃止したとき。 

(５) 事業の全部を休止したとき。 

２ 一般廃棄物処理業者は，第10条第１項または第２項の規定により法第７条の２第１項の許可に

係る許可証の交付を受けた場合は，速やかに，従前の許可証を市長に返納しなければならない。 



 

（清掃指導員等） 

第15条 条例第19条の規定による清掃指導員の業務を補助するため，清掃指導員指導助手および清

掃指導員作業助手を置くことができる。 

２ 清掃指導員ならびに清掃指導員指導助手および清掃指導員作業助手は，職務の執行に当たって

は別記第12号様式の身分を示す証明書を携帯し，関係者の請求があるときは，これを提示しなけ

ればならない。 

（補則） 

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

附 則 

１ この規則は，平成５年４月１日から施行する。 

２ 函館市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和53年函館市規則第７号）は，廃止す

る。 

３ 改正前の函館市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則の規定に基づく一般廃棄物処理

券または焼却工場使用券もしくは埋立処分場使用券は，市長が定めるところにより，改正後の函

館市廃棄物の処理および清掃に関する規則の規定に基づく一般廃棄物処理券または焼却工場使用

券もしくは埋立処分場使用券と引き換えることができる。 

附 則（平成７年３月30日規則第17号） 

この規則は，平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年３月29日規則第29号） 

１ この規則は，平成８年４月１日から施行する。 

２ 改正前の函館市廃棄物の処理および清掃に関する規則の規定に基づく一般廃棄物処理券または

焼却工場使用券もしくは埋立処分場使用券は，市長が定めるところにより，改正後の函館市廃棄

物の処理および清掃に関する規則の規定に基づく一般廃棄物処理券または焼却工場使用券もしく

は埋立処分場使用券と引き換えることができる。 

附 則（平成９年３月31日規則第38号） 

１ この規則は，平成９年４月１日から施行する。 

２ 改正前の函館市廃棄物の処理および清掃に関する規則の規定に基づく一般廃棄物処理券または

焼却工場使用券もしくは埋立処分場使用券は，市長が定めるところにより，改正後の函館市廃棄

物の処理および清掃に関する規則の規定に基づく一般廃棄物処理券または焼却工場使用券もしく

は埋立処分場使用券と引き換えることができる。 



 

附 則（平成12年３月30日規則第27号） 

１ この規則は，平成12年４月１日から施行する。 

２ 改正前の函館市廃棄物の処理および清掃に関する規則の規定に基づく一般廃棄物処理券または

焼却工場使用券もしくは埋立処分場使用券は，市長が定めるところにより，改正後の函館市廃棄

物の処理および清掃に関する規則の規定に基づく一般廃棄物処理券または焼却工場使用券もしく

は埋立処分場使用券と引き換えることができる。 

附 則（平成13年10月22日規則第65号） 

この規則は，平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年11月28日規則第82号） 

この規則は，平成15年12月１日から施行する。 

附 則（平成16年11月30日規則第149号） 

１ この規則は，平成16年12月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にある改正前の別記第２号様式の４の規定に基づく埋立処分場使用券は，

この規則の施行の日以後においても，函館市戸井廃棄物最終処分場を除き，使用することができ

る。 

３ 前項の埋立処分場使用券は，市長が定めるところにより，改正後の別記第２号様式の４の規定

に基づく埋立処分場使用券と引き換えることができる。 

附 則（平成17年３月１日規則第６号） 

１ この規則は，平成17年３月７日から施行する。 

２ この規則の施行前に不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成16年法律

第124号。以下「整備法」という。）第52条の規定による改正前の商業登記法（昭和38年法律第125

号。以下「改正前の商業登記法」という。）第11条第１項の規定により交付された登記簿の謄本

は，整備法第52条の規定による改正後の商業登記法第10条第１項の規定により交付された登記事

項証明書とみなす。この規則の施行後に整備法第53条第５項の規定によりなおその効力を有する

こととされる改正前の商業登記法第11条第１項の規定により交付される登記簿の謄本も，同様と

する。 

附 則（平成17年３月31日規則第44号） 

１ この規則は，平成17年４月１日から施行する。 

２ 改正前の別記第１号様式から別記第１号様式の７までの規定に基づくごみ袋およびごみ処理券

は，この規則の施行の日以後においても，使用することができる。 



 

附 則（平成18年９月19日規則第97号） 

１ この規則は，平成18年10月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に交付を受けた改正前の別記第２号様式の３の規定に基づく焼却工場使

用券については，同日以後においても，当該使用券に函館市廃棄物の処理および清掃に関する条

例（平成４年函館市条例第43号）別表第２の規定による焼却工場使用料との差額を加算して使用

することができる。 

附 則（平成25年３月13日規則第５号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日規則第32号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の別記第１号様式の３から別記第１号様式の７までの規定に基づくごみ袋またはごみ処

理券（家庭系一般廃棄物の通常処理をする場合の燃やせるごみ，燃やせないごみおよび粗大ごみ

に係るごみ処理券を除く。以下これらを「対象ごみ袋等」という。）は，それぞれの対象ごみ袋

等１枚につき，函館市廃棄物の処理および清掃に関する条例の一部を改正する条例（平成25年函

館市条例第64号。以下「改正条例」という。）による改正前の函館市廃棄物の処理および清掃に

関する条例（平成４年函館市条例第43号）第12条第２項および別表第１の規定による当該対象ご

み袋等１枚当たりのごみ処理手数料の額と，当該対象ごみ袋等１枚に係る改正後手数料額（当該

対象ごみ袋等１枚について改正条例による改正後の函館市廃棄物の処理および清掃に関する条例

第12条第２項および別表第１の規定が適用された場合におけるこれらの規定による当該対象ごみ

袋等１枚当たりのごみ処理手数料の額をいう。）との差額を加算して，それぞれ改正後の別記第

１号様式の３から別記第１号様式の７までの規定に基づくごみ袋またはごみ処理券（家庭系一般

廃棄物の通常処理をする場合の燃やせるごみ，燃やせないごみおよび粗大ごみに係るごみ処理券

を除く。）と引き換えることができる。 

３ 改正前の別記第２号様式の１および別記第２号様式の２の規定に基づく一般廃棄物処理券は，

当該一般廃棄物処理券１枚につき改正条例附則第４項に規定する額を加算して，それぞれ改正後

の別記第２号様式の１および別記第２号様式の２の規定に基づく一般廃棄物処理券と引き換える

ことができる。 

４ 改正前の別記第２号様式の３の規定に基づく埋立処分場使用券は，当該埋立処分場使用券１枚



 

につき改正条例附則第５項に規定する額を加算して，改正後の別記第２号様式の３の規定に基づ

く埋立処分場使用券と引き換えることができる。 

附 則（平成26年６月３日規則第38号） 

１ この規則は，平成26年７月１日から施行する。 

２ 改正前の別記第１号様式から別記第１号様式の７までの規定に基づくごみ袋およびごみ処理券

は，この規則の施行の日以後においても，使用することができる。 

附 則（平成27年６月１日規則第36号） 

１ この規則は，平成27年７月１日から施行する。 

２ 改正前の別記第１号様式から別記第１号様式の７までの規定に基づくごみ袋およびごみ処理券

は，この規則の施行の日以後においても，使用することができる。 

附 則（平成27年12月16日規則第66号） 

この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年５月７日規則第２号） 

１ この規則は，令和元年10月１日から施行する。 

２ 改正前の別記第１号様式の３から別記第１号様式の７までの規定に基づくごみ袋またはごみ処

理券（家庭系一般廃棄物の通常処理をする場合の燃やせるごみ，燃やせないごみおよび粗大ごみ

に係るごみ処理券を除く。以下これらを「対象ごみ袋等」という。）は，それぞれの対象ごみ袋

等１枚につき，函館市廃棄物の処理および清掃に関する条例の一部を改正する条例（平成31年函

館市条例第９号。以下「改正条例」という。）による改正前の函館市廃棄物の処理および清掃に

関する条例（平成４年函館市条例第43号）第12条第２項および別表第１の規定による当該対象ご

み袋等１枚当たりのごみ処理手数料の額と，当該対象ごみ袋等１枚に係る改正後手数料額（当該

対象ごみ袋等１枚について改正条例による改正後の函館市廃棄物の処理および清掃に関する条例

第12条第２項および別表第１の規定が適用された場合におけるこれらの規定による当該対象ごみ

袋等１枚当たりのごみ処理手数料の額をいう。）との差額を加算して，それぞれ改正後の別記第

１号様式の３から別記第１号様式の７までの規定に基づくごみ袋またはごみ処理券（家庭系一般

廃棄物の通常処理をする場合の燃やせるごみ，燃やせないごみおよび粗大ごみに係るごみ処理券

を除く。）と引き換えることができる。 

附 則（令和３年３月25日規則第29号） 

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第４号様式，別記第６号様式および別記第８号様式の規



 

定に基づき提出されている申請書，改正前の別記第５号様式の規定に基づき交付されている許可

証ならびに改正前の別記第９号様式の規定に基づき交付されている証明書は，改正後の別記第４

号様式および別記第５号様式，別記第６号様式ならびに別記第11号様式の規定に基づき提出され

た申請書，改正後の別記第７号様式および別記第８号様式の規定に基づき交付された許可証なら

びに改正後の別記第12号様式の規定に基づき交付された証明書とみなす。 

附 則（令和４年２月28日規則第４号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されてい

る申請書，申出書その他これらに類するもの（以下この項において「申請書等」という。）は，

この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されて

いる用紙は，当分の間，適宜修正のうえ使用することができる。 



 

別記第１号様式（第３条の２関係） 

 



 

別記第１号様式の２（第３条の２関係） 

 



 

別記第１号様式の３（第３条の２関係） 

 



 

別記第１号様式の４（第３条の２関係） 

 



 

別記第１号様式の５（第３条の２関係） 

 



 

別記第１号様式の６（第３条の２関係） 

 



 

別記第１号様式の７（第３条の２関係） 



 



 



 



 



 

 



 

別記第１号様式の８（第４条関係） 

 



 

別記第２号様式 削除 

別記第３号様式（第７条関係） 

 



 

別記第４号様式（第８条関係） 



 



 



 

 



 

別記第５号様式（第８条関係） 



 



 



 

 



 

別記第６号様式（第９条関係） 



 



 



 



 

 



 

別記第７号様式（第10条関係） 

 



 

別記第８号様式（第10条関係） 

 



 

別記第９号様式（第11条関係） 



 

 



 

別記第10号様式（第12条関係） 

 



 

別記第11号様式（第13条関係） 

 



 

別記第12号様式（第15条関係） 

 


